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告 示 

鳥取県告示第745号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援

法」という。）第14条第４項の規定によりその例による場合を含む。）の規定に基づき、介護機関を指定したの

で、生活保護法第55条の３（中国残留邦人等支援法第14条第４項の規定によりその例による場合を含む。）の規

定により次のとおり告示する。 

  平成29年12月８日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 居宅介護事業者 

名 称 
主たる事務所の

所在地 

居宅介護事業所の

名称 

居宅介護事業所の

所在地 

居宅介護事業

の種類 
指定年月日 

株式会社日

医工サンイン 

米 子 市 両 三 柳

151－８ 

薬局レセータ 米子市中島二丁目

１－47 

居宅療養管理

指導 

平成29年８月

16日 

２ 介護予防事業者 

名 称 
主たる事務所の

所在地 

介護予防事業所の

名称 

介護予防事業所の

所在地 

介護予防事業

の種類 
指定年月日 

株式会社日

医工サンイン 

米 子 市 両 三 柳

151－８ 

薬局レセータ 米子市中島二丁目

１－47 

介護予防居宅

療養管理指導 

平成29年８月

16日 

                                                    

鳥取県告示第746号 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第21条第４項及び第33条第４項の規定に基

づき、厚生労働省令で定める基準に適合する精神科病院を認定したので、次のとおり告示する。 

  平成29年12月８日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

名称 所在地 認定期間 

医療福祉センター倉吉病院 倉吉市山根43 平成29年11月28日から平成32

年３月31日まで 

                                                    

鳥取県告示第747号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項本文の規定に基づき、指定介護予防サービス事業者を指定し

たので、同法第115条の10の規定により、次のとおり告示する。 

  平成29年12月８日 

鳥取県東部福祉保健事務所長 大  口     豊 

事業者の名称又は氏

名 

指定に係る事業所の

名称 

指定に係る事業所の

所在地 
指定年月日 サービスの種類 

日本土地株式会社 デイサービスセンタ

ー 西町友和苑 

鳥取市西町二丁目

208 

平成29年12月１日 介護予防通所介護 

                                                    

鳥取県告示第748号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者から当該指定居宅

サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第78条の規定により、次のとおり告示する。 

  平成29年12月８日 

鳥取県東部福祉保健事務所長 大  口     豊 
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事業者の名称

又は氏名 

指定に係る事業

所の名称 

指定に係る事業

所の所在地 
届出年月日 廃止年月日 

サービスの種

類 

日本土地株式

会社 

デイサービスセ

ンター 吉方温

泉友和苑 

鳥取市吉方温泉

二丁目502 

 

平成29年11月７

日 

平成29年11月30

日 

通所介護 

                                                    

鳥取県告示第749号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定に基づき、指定介護予防サービス事業者から当

該指定介護予防サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第115条の10の規定により、次のとおり告

示する。 

  平成29年12月８日 

鳥取県東部福祉保健事務所長 大  口     豊 

事業者の名称

又は氏名 

指定に係る事業

所の名称 

指定に係る事業

所の所在地 
届出年月日 廃止年月日 

サービスの種

類 

日本土地株式

会社 

デイサービスセ

ンター 吉方温

泉友和苑 

鳥取市吉方温泉

二丁目502 

平成29年11月７

日 

平成 29年 11月 30

日 

介護予防通所

介護 

                                                    

鳥取県告示第750号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第１項の規定により、都市計画を変更したので、同条第２項におい

て準用する同法第20条第１項の規定により次のとおり告示し、同法第21条第２項において準用する同法第20条第

２項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

  平成29年12月８日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 都市計画の種類及び名称 

気高都市計画道路１・４・１号鳥取青谷線 

青谷都市計画道路１・４・１号鳥取青谷線 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

 (１) 気高都市計画道路１・４・１号鳥取青谷線 

   鳥取市気高町勝見、気高町高江、気高町郡家、気高町会下、気高町下原及び気高町八束水 

 (２) 青谷都市計画道路１・４・１号鳥取青谷線 

 鳥取市青谷町養郷及び青谷町青谷 

３ 縦覧場所 

鳥取県県土整備部技術企画課（鳥取市東町一丁目220）及び鳥取市都市整備部都市企画課（鳥取市尚徳町116） 

                                                    

鳥取県告示第751号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第82条第２項の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者から当該指定居宅

介護支援の事業を廃止する旨の届出があったので、同法第85条の規定により、次のとおり告示する。 

  平成29年12月８日 

鳥取県中部総合事務所長 広 田 一 恭 

事業者の名称 
指定に係る事業所

の名称 

指定に係る事業所

の所在地 
届出年月日 廃止年月日 

鳥取中央農業協同組

合 

ＪＡ鳥取中央福祉

センターひだまり居

宅介護支援事業所 

倉吉市上福田522－

３ 

平成29年11月27日 平成29年12月31日 
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鳥取県告示第752号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定に基づき、指定介護予防サービス事業者から当

該指定介護予防サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第115条の10の規定により、次のとおり告

示する。 

  平成29年12月８日 

鳥取県中部総合事務所長 広 田 一 恭 

事業者の名称

又は氏名 

指定に係る事業所の

名称 

指定に係る事業所

の所在地 
届出年月日 廃止年月日 

サービスの種

類 

鳥取中央農業

協同組合 

ＪＡ鳥取中央福祉セ

ンターひだまり デ

イサービスひだまり 

倉吉市上福田522

－３ 

平成 29年11月

27日 

平成 29年12月

31日 

介護予防通

所介護 

                                                    

選挙管理委員会告示 

鳥取県選挙管理委員会告示第42号 

鳥取県の議会の議員及び長の選挙権を有する者の総数の50分の１の数、10分の１の数及び当該総数のうち40万

を超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数並びに各選挙区にお

ける当該選挙権を有する者の総数の３分の１の数は、次のとおりであるので、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第74条第５項（同法第75条第５項、第76条第４項、第80条第４項、第81条第２項及び第86条第４項（地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第８条第２項において準用する場合を含む。）において

準用する場合を含む。）及び鳥取県県民投票規則（平成25年鳥取県規則第68号）第６条第１項の規定により告示

する。 

  平成29年12月８日 

鳥取県選挙管理委員会委員長 相 見  愼 

 鳥取県において選挙権を有する者の総数の50分の１の数   9,579 

 鳥取県において選挙権を有する者の総数の10分の１の数    47,895 

 鳥取県において選挙権を有する者の総数のうち40万を超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を

乗じて得た数とを合算して得た数             146,491 

 鳥取市において選挙権を有する者の総数の３分の１の数  52,710 

 米子市において選挙権を有する者の総数の３分の１の数  41,084 

 倉吉市において選挙権を有する者の総数の３分の１の数  13,438 

 境港市において選挙権を有する者の総数の３分の１の数   9,665 

 岩美郡において選挙権を有する者の総数の３分の１の数   3,386 

 八頭郡において選挙権を有する者の総数の３分の１の数   8,121 

 東伯郡において選挙権を有する者の総数の３分の１の数  15,889 

 西伯郡において選挙権を有する者の総数の３分の１の数  12,023 

 日野郡において選挙権を有する者の総数の３分の１の数   3,336 

                                                    

調 達 公 告 

総合評価一般競争入札により落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める政令（平成７年政令第372号）第12条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

    平成29年12月８日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 
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１ 調 達 件 名 及 び 数 量  学校業務支援システム調達業務 一式 

２ 契 約 方 式  総合評価一般競争入札 

３ 落 札 日  平成29年10月25日 

４ 落札者の名称及び所在地  学校業務支援システム調達業務ケイズ・ＥＤＵＣＯＭ共同企業体 

           米子市両三柳2864－16 

５ 落 札 金 額  302,400,000円（消費税及び地方消費税の額を含む｡） 

６ 入 札 公 告 日  平成29年８月29日 

７ 落 札 方 式  総合評価落札方式 

８ 契約事務担当部局の名称  鳥取県総務部情報政策課 

及び所在地         鳥取市東町一丁目220 

 


